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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年４月２９日 １０時０３分ごろ 

発生場所 大分県津久見市保
ほ

戸
と

島北西方沖 

 保戸島港二目
ふ た め

東防波堤灯台から真方位３１１°２,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０７.５′ 東経１３１°５９.２′） 

事故調査の経過  平成２５年４月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 APOLLO
ア ポ ロ

 SARI
サ リ

（パナマ共和国籍）、７,１５６トン 

９３３０１４７（ＩＭＯ番号）、B&S ENTERPRISE CO.,LTD.（船

舶管理会社） 

   １０１.４３ｍ（Lr）×１９.６０ｍ×１３.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,８８３kＷ、２００５年（建造年） 

Ｂ 漁船 豊栄
ほうえい

、１.３トン 

   ＯＴ３－４８２７８（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.６０ｍ（Lr）×２.１０ｍ×０.６７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数４５、昭和６０年５月５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ５５歳          

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１２年３月２６日 

          （２０１６年１０月２日まで有効） 

三等航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ２８歳 

   締約国資格受有者承認証 二等航海士（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１２年９月４日 

          （２０１６年１２月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２４年１２月２１日 

    免許証交付日 平成２４年１２月２５日 

           （平成２９年１２月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首の外板に擦過傷 
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Ｂ 右舷船首及び右舷中央部に亀裂 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、三等航海士Ａほか１５人が乗り組み、平成２５年

４月２９日０８時５４分ごろ大分県津久見市津久見港を出港し、船長

Ａは、０９時５０分ごろ、三等航海士Ａに対し、機関を港内速力から

航海速力の状態にするように指示して船橋当直を引き継ぎ、無線室に

行き、船舶所有者宛ての書類作成の準備を行った。 

三等航海士Ａは、操舵室左舷側に立ち、操舵手を操舵に就け、保戸

島北西方沖を約８.８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

１.５～３海里レンジとしたレーダーを作動させ、自動操舵によって

東進し、船長Ａからの引継事項である機関を航海速力状態にすること

に意識を集中していたところ、１０時０１分ごろ左舷方にＢ船を視認

した。 

三等航海士Ａは、すぐに無線室にいた船長Ａに連絡し、１０時０２

分ごろ船橋に駆けつけた船長Ａは、操舵を手動に切り替えて右舵一杯

を指示したが、１０時０３分ごろ、保戸島北西方沖において、Ａ船の

左舷船首とＢ船の右舷船首とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、保戸島北西方沖で流し釣りと潮

上りを繰り返し行った。 

船長Ｂは、船尾に 橙
だいだい

色のスパンカーを張り、北西進して流し釣り

を行っていたとき、左方の津久見港から出港するＡ船を視認したが、

Ａ船と距離があったことから、流し釣りを続けることとした。 

 船長Ｂは、流し釣りを終え、０９時５８分ごろ操舵室外の右舷船尾

方で中腰の姿勢とし、手動操舵によって約３kn の速力で南東進して潮

上りを始めたが、漁具合が悪かったことから、操舵室内の魚群探知機

の映像を見ることに注意を向け、航行を続けていたところ、Ｂ船とＡ

船とが衝突した。 

船長Ｂは、１０時０５分に津久見港にいた親族に事故の発生を携帯

電話で知らせ、知らせを受けた同人が海上保安庁に事故の通報を行っ

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 高潮時、潮流 北西流約０.５kn 

 その他の事項 

 

三等航海士Ａは、津久見港での入出港の経験は初めてであった。 

三等航海士Ａは、汽笛を鳴らさなかった。 

Ｂ船には、ＧＰＳプロッターが装備され、使用されていたが、レー

ダー及び汽笛はなかった。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、保戸島北西方沖を東進中、三等航海士Ａが、機関を航海速

力状態にすることに意識を集中し、見張りを行っていなかったことか

ら、Ｂ船が左舷方に接近して気付き、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、保戸島北西方沖を潮上りで南東進中、船長Ｂが、魚群探知

機の映像を見ることに注意を向け、見張りを適切に行っていなかった

ことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、保戸島北西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が南東進

中、三等航海士Ａが見張りを行っておらず、また、船長Ｂが見張りを

適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、周囲の見張りを適切に行うこと。  

 



 

 付図１ 推定航行経路図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

     
時 刻 

(時:分:秒) 

北 緯                                             

（°－’－”） 

東 経                               

（°－’－”） 

対地速力                 

(ｋｎ） 

対地針路                                                                                                            

（°） 

船首方位                                    

（°） 

09:50:02 33-07-05.1 131-56-40.1 8.8 076 079  

09:51:13 33-07-06.8 131-56-52.5 8.8 077 078  

09:52:02 33-07-09.0 131-57-00.9 8.8 078 079  

09:53:13 33-17-11.2 131-57-12.7 9.0 077 079  

09:54:22 33-07-13.3 131-57-25.7 9.3 078 078  

09:55:13 33-07-14.9 131-57-35.2 9.5 079 079  

09:56:13 33-07-16.9 131-57-46.3 9.9 076 076 

09:57:02 33-07-18.5 131-57-56.6 10.4 079 075  

09:58:02 33-07-21.0 131-58-09.1 10.7 078 078  

09:59:02 33-07-23.2 131-58-22.2 11.0 077 076  

10:00:13 33-07-26.0 131-58-37.0 11.2 077 076  

10:01:02 33-07-21.8 131-58-48.2 11.3 076 075  

10:01:13 33-07-28.8 131-58-50.8 11.3 075 076  

10:01:53 33-07-30.2 131-58-59.7 11.3 080 081  

10:02:03 33-07-30.4 131-59-01.5 11.3 081 079  

10:02:13 33-07-30.8 131-59-04.1 11.3 080 078  

10:02:23 33-07-31.0 131-59-05.7 11.3 079 078  

10:02:33 33-07-31.6 131-59-08.3 11.3 078 078  

10:02:53 33-07-32.3 131-59-12.3 11.3 077 081  

10:03:02 33-07-32.8 131-59-15.0 11.3 078 084  

10:03:13 33-07-33.0 131-59-17.7 11.3 080 086 

10:03:33 33-07-33.2 131-59-21.3 11.3 085 089 

10:04:33 33-07-32.8 131-59-35.5 11.3 092 091 

 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 


